
経営健全化中期計画
（２０年度～２４年度）

平成２１年２月１７日作成

奈井江町立国民健康保険病院



今後の病院運営のあり方  

               

 今回の医療制度改革により、平成２３年度末をもって廃止される介護療養型病床をはじめ療養病床の再編が必要となる。 

 このような状況のなかで、合わせて総務省が示している公立病院改革ガイドライン及び北海道の自治体病院広域化・再編ネットワ 

ーク構想も視野にいれた一般病床、外来体制等を含め、今後の総体的な病院運営のあり方についての計画を策定する。 

 

１．基本理念 

  当院は、自治体病院としての役割のもと、地域住民への質の高い医療サービスの提供と健康の保持増進のため、地域に密着し 

 た病院として運営に取り組む。 

 

２．基本方針 

 ① 地域医療の充実と確保 

 ② 開放型共同利用病院としての運営確保 

 ③ 保健・医療・福祉（介護）との連携のための中核的役割を担う施設 

 ④ 経営の健全化 

 ⑤ 安全管理の確保 

 ⑥ 職員の資質向上 

 ⑦ 地域に開かれた病院運営 



 

３．病院としての役割 

 （１）地域に開かれた病院 

    地域住民との密接なつながりにより、地域医療を担ってきた歴史のなかで、今後も初期診療を基本とした医療サービスを提供 

   するとともに、医療を核とした保健、福祉（介護）との連携（地域包括ケアシステム）をさらに強化していく。 

    また、今後の病院運営について住民からの意見反映と協働で取り組む体制づくりを積極的に推進する。 

 （２）慢性疾患に対応した病院機能 

    現在、入院患者のほとんどが長期療養を必要とした慢性疾患患者であり、急性疾患患者は、高度医療及び専門医療を担う砂 

   川市立病院に入院するケースが多い。 

    このことから、砂川市立病院との医療連携をさらに高め、当院としての機能、役割を明確にしながら、病棟体制については慢性 

疾患を中心とした医療の提供を進めていく。 

 （３）地元医歯会との病診連携事業の継続実施 

    平成６年から取り組んでいる地元医歯会との病診連携事業については、開業医師の理解、協力のもと地域医療の推進と住民 

   の医療に対する信頼感、安心感に大きく寄与している。 

    今後も住民に身近な医療サービスを提供しながら、「かかりつけ医」の促進と医師間の連携をさらに深め、地域センター病院を 

   含めた一体的な地域医療の推進にあたる。 

 （４）在宅医療の推進 

    これからの高齢社会を考えたとき、医療はもとより介護の分野においても、施設サービスの受け入れには限界がある。 



    このことから、当院が実施している訪問診療・訪問看護サービスをさらに充実、強化するとともに、入院から在宅復帰を目指す 

   医療を提供しながら在宅ケアの推進を図る。 

 

 （５）国保直診施設としての疾病予防対策 

     国保直診施設の役割としての住民の疾病予防対策及び健康保持、増進に向けた取り組みを強化するうえで、各種の健診 

事業、禁煙外来等を積極的に推進し、合わせて保健センター、地域包括支援センター等との包括的な予防施策を展開する。 

     

 

４．病院の現況 

（１）医師体制（２０年１０月１日現在） 

診療科目 常勤 非常勤 備  考 医師標準数 

内  科 ２ ４ 非常勤医師の内訳 

火曜日、木曜日の午後外来として北大第一内科 

より２名 

火曜日午後外来（循環器外来）として１名 

７月～１２月の６ヶ月間、砂川市立病院より１名 

整形外科 １   

H２０年度医師標準数 

    5.75 人 

左記体制による医師数（日

当直含む） 

     5.49 人 

 



眼  科  １ 午前外来として北大眼科より 

小 児 科  １ 毎週木曜日午後２時間、砂川市立病院より 

合  計 ３ ６  

 

 

 

（２）看護体制 （平成２０年１０月１日現在） 

病棟区分 配置基準 配置人数 最大受入可能患者数 

（非常勤勤務者除いた

数での算定） 

備 考 

医療療養 看護５：１ 

介護４：１ 

介護療養 看護６：１ 

介護４：１ 

看護師８人（うち３人非常勤勤務） 

准看護師６人 

介護助手１１人 

（上記のうち、当直勤務者１７人） 

医療 ２０人まで 

介護 ２４人まで 

 

一  般 看護１５：１ 

介護１０：１ 

看護師１２人（うち１人非常勤勤務） 

准看護師３人 

看護助手５人（うち１人非常勤勤務） 

（上記のうち、夜勤看護職員１３人） 

４０人まで  



（３）平成１２年度～１８年度の病棟別入院患者数（１日平均） 

病棟別 Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ 

一  般 ３８．４ ４１．６ ３６．２ ２９．２ ２７．５ ２７．６ ２７．３ 

医療療養 ２４．１ ２２．１ ２１．７ １８．９ １７．９ １８．３ １８．９ 

介護療養 ２３．２ ２６．０ ２６．６ ２６．０ ２４．９ ２２．５ ２３．３ 

合  計 ８５．７ ８９．７ ８４．５ ７４．１ ７０．３ ６８．４ ６９．５ 

 

（４）平成１９年度の病棟別入院患者数（１日平均） 

病棟別 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 平均 

一  般 ３０．２ ２７．３ ２６．７ ２９．８ ２７．５ ２８．８ ３５．５ ３２．９ ２８．３ ２９．５ ３１．０ ３３．６ ３０．１ 

医療療養 １８．９ １９．６ ２０．７ １９．６ １８．６ ２０．３ １９．５ １９．６ １９．１ １９．１ １６．３ １４．５ １８．８ 

介護療養 ２５．１ ２５．０ ２４．６ ２５．５ ２５．３ ２５．１ ２３．２ ２２．８ ２２．７ ２２．４ ２０．７ ２４．０ ２３．９ 

合  計 ７４．３ ７１．９ ７２．０ ７４．９ ７１．４ ７４．２ ７８．２ ７５．３ ７０．１ ７１．０ ６８．０ ７２．１ ７２．８ 

 

（５）療養病床入院患者の実態（平成１９年１０月現在の調査結果） 

  ① 医療療養病床 

   医療区分による振り分けをすると下表のとおりである。 



 ＡＤＬ１ ＡＤＬ２ ＡＤＬ３ 合  計 

医療 １ ９ ７ １４ ３０ 

医療 ２ ０ ０ ２ ２ 

医療 ３ ０ １ ０ １ 

合  計 ９ ８ １６ ３３ 

   主な原疾患は、脳血管疾患（脳出血、脳梗塞等）が多い。 

   ３３人のうち、医療的な状態は安定しており医師の指示の見直しをほとんど必要としない人は３０人 

② 介護療養病床 

    介護度は４又は５の重度であり、上記医療区分で振り分けた場合下表のとおりである。 

 医療区分１ 医療区分２ 医療区分３ 合  計 

介護度４ ２人   ２人 

介護度５ １７人  ３人 ２０人 

合  計 １９人  ３人 ２２人 

   主な原疾患は、脳血管疾患（脳出血、脳梗塞等）が多い。 

   ２２人のうち、医療的な状態は安定しており、医師の指示の見直しをほとんど必要としない人は１９人 

  ③ 上記状況からの実態 

    医療療養及び介護療養ともに、医療的な状態は安定している者が大半を示している。ただし、介護度が重度であり、またＡＤＬ 



に問題がある者が多いことから、介護、リハビリの必要性は高い。 

 

（６）病診連携開放型病床利用患者数の状況（１日平均） 

H１２年度 Ｈ１３年度 Ｈ１４年度 Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度 Ｈ１９年度 

 

１５．３ １４．１ １１．４ ９．６ １０．１ １１．３ ９．６ ７．４ 

 

（７）外来患者数の状況（１日平均） 

 ①平成１２年度～平成１８年度実績 

病棟別 Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ 

内  科 １０８．１ １１９．１ ９１．３ ８４．４ ７６．１ ７０．５ ６９．８ 

外  科 ３７．７ １５．７ ８．１ ― ― ― ― 

整形外科 ２１．３ １６．４ ３．７ ４９．８ ４６．１ ４９．４ ５５．９ 

眼  科 １６．０ １６．４ １３．７ １４．１ １４．５ １４．２ １５．３ 

訪問看護 ― ― ６．５ ８．９ ８．７ ７．８ ６．２ 

合  計 １８３．０ １６７．６ １６４．０ １５７．２ １４５．４ １４１．９ １４７．２ 

 



②平成１９年度実績 

病棟別 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 平均 

内  科 ６７．８ ６９．６ ６０．９ ６６．３ ５５．２ ６６．９ ６７．５ ６５．２ ６９．７ ６４．５ ６１．５ ５９．５ ６４．５ 

整形外科 ５４．２ ５４．９ ５５．３ ５５．６ ５４．４ ６１．０ ５９．７ ５７．０ ５３．８ ４８．１ ４９．９ ５３．２ ５５．０ 

眼  科 １６．７ １７．０ １５．９ １６．７ １４．３ １５．６ １５．５ １５．３ １７．０ １５．２ １６．５ １６．７ １６．０ 

小児科 

 

― ― １．４ 

（７．８） 

０．９ 

（１０．０） 

１．２ 

（５．６） 

２．０ 

（８．８） 

３．４ 

（１８．５） 

３．５ 

（１４．６） 

３．４ 

（１６．３） 

１．８ 

（９．０） 

４．０ 

（２０．３） 

２．５ 

（１６．３） 

２．１ 

（１２．５） 

訪問看護 ５．２ ５．１ ４．４ ４．９ ４．３ ４．２ ４．２ ４．０ ３．９ ３．９ ３．８ ３．８ ４．３ 

合  計 １４３．９ １４６．６ １３７．９ １４４．４ １２９．４ １４９．７ １５０．３ １４５．０ １４７．８ １３３．５ １３５．７ １３５．７ １４１．９ 

※小児科の（ ）は、実診療日数に対する１日平均患者数 

 

 

 

 

 

 

 



２．奈井江町の人口推計（コーホート変化率法による推計） 

Ｈ１３．３月末 Ｈ１８．３月末 Ｈ２３．３月末 Ｈ２８．３月末 Ｈ３３．３月末 年齢区分 

人口 構成比 人口 構成比 人口 構成比 人口 構成比 人口 構成比 

０～１４歳 902  12.1 795 11.5 721 11.4 596 10.4 495 9.8 

１５～３９歳 1,994 26.6 1,620 23.3 1,295 20.4 1,025 18.0 843 16.7 

４０～６４歳 2,647 35.3 2,410 34.7 2,177 34.4 1,933 33.9 1,633 32.4 

６５歳以上 1,947 26.0 2,114 30.5 2,144 33.8 2,149 37.7 2,069 41.1 

 うち７５歳以上 (861) (11.5) (1,065) (15.3) (1,180) (18.6) (1,199) (21.0) (1,130) (22.4) 

合  計 7,490 100.0 6,939 100.0 6,337 100.0 5,703 100.0 5,040 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．病棟体制再編基本計画 

 

 療養病棟の再編について 

 （１）療養病床入院患者の実態 

   ・介護療養病床入院患者のうち、介護度４又は５の重度の者が、全体の約９割を占める。 

   ・医療療養病床入院患者のうち、医療区分１の医療の必要性が低い者は、全体の約９割を占める。 

・上記の患者のほとんどが、寝たきりで認知症があり、医療の必要性は低いが複数の慢性疾患をもち、常時喀痰吸引、胃ろうの  

 管理等医療措置が必要なケースである。 

 

 （２）構想の基本的な考え方 

    上記実態による受け皿づくりをどうするか考えたとき、従来型老人保健施設に転換した場合、医療の必要性が低い場合でも加 

齢に伴い複数の慢性疾患を抱えており、現行の医療保険制度上の医療行為の制約のなかで、適切な医療サービスを提供 

できるか課題が残る。 

    このことから、医療と介護との関わりをさらに強めながら、合わせて状態の維持、改善を図るためのリハビリが一体的に提供でき 

る寝たきり等の比較的重度の方を対象とした「介護療養型老人保健施設」を新たな受け皿として整備する必要がある。 

 （３）病床数及び転換時期 

    病床数  現行 介護療養病床３０床、医療療養病床２０床  ⇒ 介護療養型老人保健施設４８床 

    転換時期 平成２４年４月 （２３年度に一部改修工事予定） 



 （４）老人保健施設に転換した場合の健寿苑との運営方法 

    療養病床を老人保健施設に転換した場合、同じ老人保健施設として機能する健寿苑との運営方法について検討が必要であ 

   る。 

    運営方法のひとつとして、病院内老人保健施設の対象者を、前述のとおり医療サービスの提供頻度が高く、寝たきり等の比較 

的重度の者とし、一方健寿苑の対象者を、介護度３以下の中等度の者でリハビリ等を実施しながら在宅への移行を目標とする 

者に区分する。 

 

   

一般病棟の再編について 

（１）一般病棟の現状 

・過去３年間の一般病床稼動状況では、一日平均が平成１７年度２７．６人、平成１８年度２７．３人、平成１９年度３０．１人の状況に 

あり、稼働率は病床数４６床に対して約６１％（３年間平均）となっている。 

・入院患者の疾病状況では、一般病棟としての急性期疾患患者ではなくほとんどが慢性期疾患患者であり、入院基本料１５対１に 

よる平均在院日数６０日以内を選定している状況にある。 

・砂川市立病院からの転院状況では、急性期から回復期・慢性期へと移行する際に当院で入院するケースが多い。 

・病診連携事業については、過去３年間の開放型病床の稼動状況が、一日平均で平成１７年度１１．３人、平成１８年度９．６人、平

成１９年度７．４人と、稼働率が病床数１２床に対して約７８％（３年間平均）となっている。 

・一般病棟における過去３年間の診療収入の推移は、平成１７年度約２２０，３８４千円、平成１８年度約２１２，５１４千円、平成１９年度 



 ２１９，０９３千円である。平成１８年度の減額理由は診療報酬改定による入院基本料の減が主である。 

 

（２）一般病棟再編のポイント 

将来的な病院全体の運営のあり方を見直さなければならないとき、療養病床再編に伴う新たな受け皿づくりとともに、現在の一般 

病棟病床数について、総務省のガイドラインに沿った再編も合わせて検討しなければならない。 

  このことから、現在の一般病棟の運営状況、患者実態において、次の点をポイントとして整理する。 

①病床稼働状況を見据えた病床数の見直し（総務省による公立病院改革ガイドライン病床利用率７０％未満に対して） 

②一般病床入院患者の疾病状況に応じた病棟運営のあり方 

③砂川市立病院との医療連携における機能の明確化 

④病診連携事業の継続的運営の確保（１２床） 

⑤病院健全経営の維持、確保 （医師、看護師数に応じた病床数のあり方） 

⑥救急告示病院としての空床補償（地方交付税）の確保（６床） 

 

（３）一般病棟の見直し 

  上記のポイントを踏まえ、新たな機能をもった一般病棟のあり方、見直しが必要である。 

①病床数 ４６床を４０床とする。 

②運営の基本的考え方 

 ・砂川市立病院との医療連携による急性期から回復期、慢性期への役割、機能の明確化及び地域連携パスの推進 



 ・在宅復帰支援を目的とした診療 

 ・地元医歯会との病診連携事業の継続 

 ・介護療養型老人保健施設との一体的運営 

④再編時期 

  ２４年４月 

⑤空き病床の活用 

 病棟再編により、６床削減とした場合のその空き病床の活用については、在宅での定期的な医療処置の必要な方を対象と 

 した「療養通所看護」的なサービスを提供し、今後の在宅医療・看護の充実と高齢社会に向けた家族等の介護負担の軽減を図 

 ることが可能かどうか検討を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 



経営健全化に向けた取り組み（ポイント） 

１．砂川市立病院との連携強化 

  平成１７年１０月の医療連携協定締結に基づき、さらなる連携強化を図るため、以下のことを重点的に取り組む。 

  （１）地域連携パスの推進～脳卒中及び大腿骨頸部骨折に関するクリティカルパスの積極的導入 

  （２）患者情報共有システムの導入～両院による患者紹介、逆紹介の円滑な推進のための情報共有システムを導入 

  （３）医師体制の確保～内科、小児科診療体制確保のため、引き続き砂川市立病院からの医師派遣体制を確保 

  （４）両院の役割を明確化～高度医療・急性期医療と慢性期医療それぞれの役割、機能を高めながら、地域全体での医療体制を 

                   整備  

 

２．病診連携事業の推進 

  地元開業医師と町立病院医師との病診連携事業については、開始から１４年を迎え、地域医療の中核を担う取り組みとして、評 

価を受けているところである。 

  全国的に地域医療存続の危機に直面しているなか、今後も病診連携をさらに推進するとともに、合わせて新たな連携のあり方を 

地元医歯会と協議、模索しながら、一体的に地域医療の推進を図っていく。このことから以下のことを重点的に取り組む。 

 （１）介護療養型老人保健施設に転換した場合における新たな共同利用及び診療体制のあり方 

 （２）外来診療、在宅医療及び訪問看護による病診連携の新たなシステムづくり 

 （３）砂川市立病院を含めた機能分担、役割の明確化を推進するためのシステムづくり（脳卒中、緩和ケア等の地域連携パス等） 



 （４）高度医療機器共同利用の拡大 

 

３．外来診療体制の見直し 

  平成１９年度外来患者数としては下表のとおりであり、平成１８年度実績と比較し特に内科受診者数が減少している。 

  この原因を分析すると、初診患者の減少によるもので、これに付随した胃カメラ等の検査件数が減少していること また長期投薬 

患者の増加による再診患者の減少が影響しているものと思われる。 

このことから、今後の診療体制のあり方、待ち時間の短縮等を含め、患者確保とサービス向上の対策を講じなければならない。 

 その他の診療科についても、整形外科ではリハビリ体制の強化等が必要である。 このことから次の事項について検討する。 

（１）オーダーリングシステム、電子カルテシステムの導入 

（２）予約診療の充実、長期投薬方法の見直し 

（３）院外処方への切り替え 

（４）リハビリスタッフ体制の整備（介護療養型老健を含めたリハビリ提供体制の整備等） 

※外来患者数の比較 

１９年度実績      Ａ １８年度実績   Ｂ 差引 A ― B 外来別 

患者延数 １日平均 患者延数 １日平均 患者延数 １日平均 

内  科 １５，７９８  ６４．５ １７，１０２ ６９．８ ▲１，３０４ ▲５．３ 

整形外科 １３，４７０ ５５．０ １３，７０２ ５５．９ ▲２３２ ▲０．９ 



眼  科 ３，９３２ １６．０ ３，７４７ １５．３ １８５ ０．７ 

小 児 科 ５１２ ２．１ ― ― ５１２ ２．１ 

合  計 ３３，７１２ １３７．６ ３４，５５１ １４１．０ ▲８３９ ▲３．４ 

４．訪問看護体制の充実  

  在宅ケアの推進に向けた体制整備として、医療に係る在宅サービス向上による訪問看護体制の充実を図るため、次の事項 

  について検討する。 

  （１）訪問看護体制の強化 

  ・Ｈ２０年度１日平均４人からＨ２１年度以降１日平均６人を目指す。 

   これからの在宅医療推進のため訪問看護体制を強化（２１年度に看護師１名を増員）  

（２）訪問リハビリ、在宅療養管理指導（薬剤師）の導入 

 

５．一般病床入院基本料の改定  

上記４の訪問看護体制の整備を図りながら在宅ケアを推進するとともに、一般病床入院基本料の看護体制を現在の「１５対１」 

から「１３対１」に切り替え、平均在院日数の短縮を目指す。（Ｈ２２年度から） 

 

 

６．健診体制の充実 



  国保直診施設としての役割を担うなかで、予防面においても力を注がなければならない。 そのうえで健診体制をさらに充実し 

 住民の健康保持増進に努める。 

  特に町内事業所の健診、特定健診の受け入れ体制を整備し受診者の増加を図る。具体的には次のことを重点に検討する。 

 （１）健診関係医療機器の整備（眼底カメラ等の更新） 

 （２）保健指導体制の整備（保健師の配置） 

 

７．一般会計繰入金の見直し 

 療養病床を介護療養型老人保健施設に転換するうえで、２４年度から介護報酬の差額を一般会計からの新たな繰入金として算定 

する。 

※ 次の算定による差額分を繰入金の上限額として、各年度の経常収支状況により繰入額を決定する。 

  転換前 医療療養病床１８床×１３，６００円×３６５日＝  ８９，３５２千円 

       介護療養病床分３０床×１５，４００円×３６５日＝１６８，６３０千円 

       合 計                         ２５７，９８２千円 （Ａ） 

 

  転換後 介護療養型老人保健施設 ４８床×１３，８００円×３６５日＝２４１，７７６千円 （Ｂ） 

  転換前後の差額 （Ａ）－（Ｂ）        １６，２０６千円  （繰入金上限額） 

 



８．費用削減に向けた対策 

 費用の削減に向けて、次のことについて検討する。 

 （１）薬品費の削減～ジェネリック薬品使用割合の拡大等 

 （２）診療材料費の削減～診療材料購入における単価の削減 

 （３）委託料の見直し～複数年契約による施設、医療機器保守管理業務委託料の見直し、削減 

 （４）上記以外の経費に関して、削減目標率の設定 

 

９．住民に開かれた病院運営 

  当院は、自治体病院として、地域医療の充実、住民の健康保持増進はもとより、地域に開かれた運営を図ることを使命として 

 いる。 このことから、今後の病院運営に対して、広く住民から意見をいただき、また協働による体制づくりを目指していく。 

 

 

 

 

 

 

 



病床再編等による財政シュミレーション（２０年度～２４年度） 

◎シュミレーションの条件設定 

  ２４年度から療養病床５０床を介護療養型老健４８床に転換し、また一般病床４６床を４０床に減床し、外来は次のとおりの患者数 

 で推移した場合の財政シュミレーションは次のとおりである。ただし、再編に伴う改修費は含んでいない。 

（１） 診療収益上の算定根拠（目標患者数） 

① 療養病棟 

Ｈ２１年度       医療型１日平均１８人 介護型１日平均２５人 

  Ｈ２２年度～２３年度 医療型１日平均１８人 介護型１日平均２６人 

（２４年度に介護療養型老人保健施設に転換（定員４８人）） 

  ②介護療養型老人保健施設 

  H２４年度 １日平均４５人 

  ③一般病棟 

  H２０年度～２１年度 １日平均３０人 

  H２２年度～２４年度 １日平均３１人 

※ Ｈ２２年度に入院基本料「１５対１」から「１３対１」に切り替え収益の増を図る。（１人１日の診療単価１，３８０円の増） 

 

 ④外来関係 

  H２０年度（当初予算ベース） 



   内科１日平均６４人、整形１日平均５７人、眼科１日平均１６人、小児科１日平均２人 

  Ｈ２１年度以降 → 平成２０年度の状況及び今後の人口減少等を見込む。 

   内科１日平均６２人、整形１日平均５０人、眼科１日平均１６人、小児科１日平均２人 

 ⑤入院及び外来の診療単価見込み 

   別紙のとおり 

 ⑥ 訪問看護関係 

 ２０年度見込 21 年度～２４年度 

患者見込数 ８５１人（１日４人） １，４６４人（１日６人） 

予算額の推移 ４、１８６千円 ７，４１９千円 

 

 

（２）特定健診受診者数（個別健診分）の増（公衆衛生活動収益の増収） 

 ２０年度見込 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

受診目標数（個別健診

のみ） 

１１４人 １２０人 １３０人 １５０人 １８０人 

 予算額の推移 ７４０千円 ７７９千円 ８４４千円 ９７４千円 １，１６８千円 

 



（３）事業所健診受診者数（生活習慣病予防健診分）の増（公衆衛生活動収益の増収） 

 ２０年度見込 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

受診目標事業所数 １５社 １６社 １７社 １８社 １９社 

予算額の推移 ２，１５４千円 ２，２５１千円 ２，５１０千円 ２，７６９千円 ３，０２８千円 

 

 （４）人件費の算定根拠 

 ①医師体制（２１年度～２４年度） 

診療科目 常勤 非常勤 備  考 医師標準数 

内  科 ３ ２ 非常勤医師の内訳 

木曜日の午後外来として北大第一内科より１名 

７月～１２月の６ヶ月間、砂川市立病院より１名 

整形外科 １   

眼  科  １ 午前外来として北大眼科より１名 

小 児 科  １ 毎週木曜日午後２時間、砂川市立病院より１名 

合  計 ４ ４  

H２１年度医師標準数見込 

    5.18 人 

左記体制による医師数見

込（日当直含む） 

   ５.２７人 

（７月～１２月は、砂川市立 

病院から常勤医師派遣に

より、６.２７人） 

 



 ② その他職員体制計画（非常勤職員含む。ただし、短期雇用等、休職者除く。） 

職種別 ２１年２月現在 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 備  考 

看護師（管理職） １ １  １   １ １  

外来看護師 ７ ７ ７ ７ ７  

サプライ看護師 １ １ １ １ １  

訪問看護師 ３ ４ ４ ４ ４ ２１年度１名育児休業から復職 

一般病棟看護師 １５ １５ １５ １５ １５  

療養病棟看護師 １２ １４ １４ １４ ― ２１年度２名育児休業から復職 

介 護療養 型 老 健看

護師 

― ― ― ― １４  

介護職員 １５ １５ １５ １６ １６ ２３年度１名増員 

薬剤師（薬局） １(３) １（３） ２（１） ２（１） ２（１） ２２年度１名欠員補充、助手２名

減員 

臨床検査技師 ２ ２ ２ ２ ２  

放射線技師 ２ ２ ２ ２ ２  

リハビリ技師 ２（１） ２（１） ３ ３ ３ ２２年度ＰＴ１名補充、助手未配

置 



管理栄養士 １ １ １ １ １  

在宅支援室 ２ ２ ２ ２ ２  

事務局 ８ ８ ８   ８ ８  

       

合 計 ７２（４） ７５（４） ７７（１） ７８（１） ７８（１）  

   ※（ ）は、臨時助手で外数 

 

 

 （５）材料費の見直し 

   ① 薬品費の削減 

    ジェネリックの普及、外来患者数の減少等により薬品費の削減を図る。（類似病院の医業収益比率１９％以内を目標とする。） 

健診内容 ２０年度見込 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

計画額 １７１，９３０千円 １７６，０６５千円 １７２，８４０千円 １６９，０４２千円 １６２，９３５千円 

 医業収益比率 ２２．０％ ２１．６％ ２０．５％ ２０．０％ １９．５％ 

 

 

 



 （６）経費の見直し 

   ①消耗品費の削減目標  

健診内容 ２０年度見込 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

計画額 ９，２００千円 ９，１４０ 千円 ９，０００千円 ８，８００千円 ８，７００千円 

  対前年比率 － ▲０．６％ ▲１．５％ ▲２．２％ ▲１．１％ 

 

   ②委託料の削減 

     施設管理業務委託、医療機器保守点検業務委託の複数年契約切り替え及び業務内容の見直しによる委託料削減目標額  

                                                       年間約１，０００千円（２２年度以降） 

 

 

 

 

 

 

 

 



２０年度～２４年度財政計画上の診療単価 

 
 ２０年度当初 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

一般病床 18,475 円 18,000 円 19,380 円 19,380 円 19,380 円 
医療療養 11,300 円 13,600 円 13,600 円 13,600 円 ― 
介護療養 14,590 円 15,400 円 15,400 円 15,400 円 ― 
介護老健 ― ― ― ― 13,800 円 
（外来）      
内 科 13,800 円 15,100 円 15,100 円 15,100 円 15,100 円 
整 形 4,250 円 4,250 円 4,250 円 4,250 円 4,250 円 
眼 科 6,200 円 6,200 円 6,200 円 6,200 円 6,200 円 
小児科 4,100 円 4,100 円 4,100 円 4,100 円 4,100 円 

 



１９決算
金額 金額 前年度比率 金額 前年度比率 金額 前年度比率 金額 前年度比率 金額 前年度比率

医業収益 828,894 778,987 ▲ 6.0 814,555 4.6 843,122 3.5 845,209 0.2 835,565 ▲ 1.1
入院収益 303,770 274,156 ▲ 9.7 287,886 5.0 310,075 7.7 310,675 0.2 220,723 ▲ 29.0
外来収益 314,582 303,164 ▲ 3.6 311,460 2.7 311,804 0.1 312,146 0.1 312,146 0.0
介護収益 130,627 128,235 ▲ 1.8 140,525 9.6 146,146 4.0 146,546 0.3 226,665 54.7
一般会計負担金 52,255 49,047 ▲ 6.1 47,939 ▲ 2.3 48,000 0.1 48,000 0.0 48,000 0.0
その他 27,660 24,385 ▲ 11.8 26,745 9.7 27,097 1.3 27,842 2.7 28,031 0.7

医業外収益 188,545 130,481 ▲ 30.8 147,415 13.0 199,518 35.3 199,467 0.0 214,166 7.4
一般会計負担金 101,847 86,682 ▲ 14.9 104,794 20.9 156,316 49.2 155,757 ▲ 0.4 170,456 9.4
老健負担金 33,171 27,274 ▲ 17.8 25,964 ▲ 4.8 26,500 2.1 27,000 1.9 27,000 0.0
やすらぎ負担金 6,203 6,203 0.0 6,669 7.5 6,700 0.5 6,700 0.0 6,700 0.0
国保負担金 29,635 0 皆減 0 － 0 － 0 － 0 －
その他 17,689 10,322 ▲ 41.6 9,988 ▲ 3.2 10,002 0.1 10,010 0.1 10,010 0.0

1,017,439 909,468 ▲ 10.6 961,970 5.8 1,042,640 8.4 1,044,676 0.2 1,049,731 0.5

医業費用 1,002,841 978,332 ▲ 2.4 1,011,127 3.4 1,015,812 0.5 1,002,177 ▲ 1.3 999,176 ▲ 0.3
給与費 498,571 470,940 ▲ 5.5 498,350 5.8 513,708 3.1 517,189 0.7 521,911 0.9
材料費 220,986 212,473 ▲ 3.9 216,827 2.0 213,040 ▲ 1.7 209,242 ▲ 1.8 203,135 ▲ 2.9
経費 201,209 211,858 5.3 208,741 ▲ 1.5 206,297 ▲ 1.2 205,478 ▲ 0.4 205,956 0.2
地域医療連携費 1,281 1,024 ▲ 20.1 1,323 29.2 1,325 0.2 1,325 0.0 1,325 0.0
減価償却費 74,914 75,407 0.7 81,110 7.6 78,905 ▲ 2.7 66,513 ▲ 15.7 62,961 ▲ 5.3
資産減耗費 4,034 4,342 7.6 2,257 ▲ 48.0 82 ▲ 96.4 0 ▲ 100.0 1,458 皆増
研究研修費 1,846 2,288 23.9 2,519 10.1 2,455 ▲ 2.5 2,430 ▲ 1.0 2,430 0.0

医業外費用 58,735 58,671 ▲ 0.1 56,904 ▲ 3.0 54,093 ▲ 4.9 50,576 ▲ 6.5 48,615 ▲ 3.9
支払利息 52,055 50,445 ▲ 3.1 48,657 ▲ 3.5 46,253 ▲ 4.9 42,736 ▲ 7.6 40,775 ▲ 4.6
その他 6,680 8,226 23.1 8,247 0.3 7,840 ▲ 4.9 7,840 0.0 7,840 0.0

1,061,576 1,037,003 ▲ 2.3 1,068,031 3.0 1,069,905 0.2 1,052,753 ▲ 1.6 1,047,791 ▲ 0.5

▲ 44,137 ▲ 127,535 189.0 ▲ 106,061 ▲ 16.8 ▲ 27,265 ▲ 74.3 ▲ 8,077 ▲ 70.4 1,940 ▲ 124.0

経常収支計画

２０年度決算見込 ２１年度当初 ２２年度 ２３年度 ２４年度

収益合計

費用合計

経常収支



１９決算
金額 金額 前年度比率 金額 前年度比率 金額 前年度比率 金額 前年度比率 金額 前年度比率

企業債 36,000 35,300 ▲ 1.9 9,800 ▲ 72.2 2,100 ▲ 78.6 1,100 ▲ 47.6 22,800 1,972.7
特別地方債 20,400 17,700 ▲ 13.2 4,900 ▲ 72.3 1,100 ▲ 77.6 600 ▲ 45.5 11,400 1,800.0
過疎債 15,600 17,600 12.8 4,900 ▲ 72.2 1,000 ▲ 79.6 500 ▲ 50.0 11,400 2,180.0

負担金 一般会計負担金 33,839 40,610 20.0 36,645 ▲ 9.8 38,136 4.1 39,688 4.1 41,304 4.1

国・道補助金 4,200 4,050 ▲ 3.6 0 皆減 0 － 0 － 0 －
74,039 79,960 8.0 46,445 ▲ 41.9 40,236 ▲ 13.4 40,788 1.4 64,104 57.2

建設改良費 41,194 47,179 14.5 9,810 ▲ 79.2 2,150 ▲ 78.1 1,155 ▲ 46.3 22,890 1,881.8
資産購入費 35,595 41,672 17.1 9,810 ▲ 76.5 2,150 ▲ 78.1 1,155 ▲ 46.3 22,890 1,881.8
改良工事費 5,599 5,507 ▲ 1.6 0 皆減 0 － 0 － 0 －

企業債償還金 68,203 71,056 4.2 75,701 6.5 78,935 4.3 83,466 5.7 85,284 2.2
109,397 118,235 8.1 85,511 ▲ 27.7 81,085 ▲ 5.2 84,621 4.4 108,174 27.8

▲ 35,358 ▲ 38,275 8.2 ▲ 39,066 2.1 ▲ 40,849 4.6 ▲ 43,833 7.3 ▲ 44,070 0.5

▲ 547 ▲ 86,061 15,633.3 ▲ 61,760 ▲ 28.2 10,873 ▲ 117.6 14,603 34.3 22,289 52.6
500,692 414,631 ▲ 17.2 352,871 ▲ 14.9 363,744 3.1 378,347 4.0 400,636 5.9繰越実質収支

２３年度

収入合計

支出合計

収支不足額

２０年度決算見込 ２１年度当初 ２２年度

単年度実質収支

資本的収支計画
２４年度



療養病床再編に伴う改修費用に対する財源確保 

 

・ 介護療養病床の転換整備事業に対しては、「地域介護・福祉空間整備等交付金」により改修の場合、 １５，０００千円（３０

床×５００千円）を上限として、また、医療療養病床の転換整備については２０年度以降医療保険財源を活用した整備費助 

成が検討され、９，０００千円（１８床×５００千円）を上限とした補助金が見込まれる。 

・ しかしながら、過去の療養病床整備に要した公的資金（地方債、補助金）に対し、用途変更による元利等の一括償還を求め

られた場合の償還財源が確保できないこと 

・ 改修総費用のうち、交付金を超える費用に対する財源をどうするのか（地方債は対象外である。また福祉医療機構の融資に 

ついては条件に適合するのかどうか。適合するとしても貸付金として債務発生） 

 

 



２０年度～２４年度財政計画上の患者見込数（１日平均） 

 ２０年度当初 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 
一般病床 
（４６床） 

30 人 30 人 31 人 31 人 31 人 
（４０床に減床） 

医療療養型病床 
（２０床） 

18 人 18 人 18 人 18 人 廃止 

介護療養型病床 
（３０床） 

25 人 25 人 26 人 26 人 廃止 

介護療養型老健 
（４８床） 

 

― ― ― ― 45 人 

入院合計 73 人 
病床数 96 床 

73 人 
病床数 96 床 

75 人 
病床数 96 床 

75 人 
病床数 96 床 

76 人 
病床数 88 床 

内 科 64 人 62 人 62 人 62 人 62 人 

整 形 57 人 50 人 50 人 50 人 50 人 

眼 科 16 人 16 人 16 人 16 人 16 人 

小児科 
 

２．１人 ２人 ２人 ２人 ２人 

訪問看護 
 

４．５人 ６人 ６人 ６人 ６人 

外来合計 １４３．６人 １３６人 １３６人 １３６人 １３６人 

 



３　　　階

２　　　階

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　これからの高齢社会を見据えて、在宅医療の強化を視野に入れた再編が必要

病棟再編による新しい体制フロー図

介護療養型老人保健施設（４８床）

慢性疾患による医療強化型老人保健施設

在宅医療の充実・強化

訪問診療・看護体制の強化・ステーション化

介護療養型老健は、療養的機能（特に慢性疾患治療）をもつ老健として運営

※看護体制「15：１」を「13：1」に切替

病状急変時、回復時

可能な限り在宅復帰を目指す

上記の基本的な考え方　　一般病床については、急性期後の慢性疾患の安定化を図る治療を重点（特色ある病棟づくり）

一般病棟（４０床）慢性期の診療を中心に




